
上野地域人権啓発指導者設置要項 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、何人も基本的人権が真に保障されるよう部落差別をはじめとするあらゆる差 

別をなくし、差別のない人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図るため、伊賀市にお

ける部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例（平成 16年伊賀市条例第 146号）

第６条に規定する人権啓発指導者の育成及び啓発組織の充実を目的とする上野地域における

人権啓発指導者（以下、「人権リーダー」という。）の設置について、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ 

による。 

（１） 人権リーダー 差別のない人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図るため、各 

地区等で主体的かつ継続的に人権啓発活動を行うため、第６条第４項の規定により、市が人 

権リーダーとして登録した者をいう。 

 （２） 人権啓発団体等 人権啓発草の根運動推進会議等、各地区で人権啓発活動を主体的に 

行う団体等をいう。 

（人権リーダーの役割） 

第３条 人権リーダーは、各地区の人権啓発団体等及び他の人権リーダーと協力し、人権問題 

地区別懇談会等の人権啓発活動を行うものとする。 

（地区の役割） 

第４条 各地区の人権啓発団体等は、人権リーダーと協力し、人権問題地区別懇談会等の人権 

啓発活動が円滑に行うことができるように努めるものとする。 

（市の役割） 

第５条 市は、人権リーダーが各地区と協力して主体的かつ継続的に人権啓発活動を行うことが 

できるように、研修会の開催等必要な措置を講ずるものとする。 

（募集等） 

第６条 人権リーダーは登録制とし、人権リーダーの募集は市が行うものとする。 

２ 市は、人権リーダーを募集しようとするときは、必要に応じて人権啓発地区草の根運動推進会 

議等の各地区の人権啓発団体等に協力を求めることができる。 

３ 人権リーダーに応募しようとする者（以下、「応募者」という。）は、人権リーダー登録申込書（新 

規・再交付）（様式第１号。以下「申込書」という。）に当該応募者の居住する地区の人権啓 

発団体等の推薦状を添えて市長に提出しなければならない。 

４ 市は、申込書の提出を受け、各地区で主体的かつ継続的に人権啓発活動を行う意欲があると

認めるときは、人権リーダーとして登録する。この場合において、市は、当該人権リーダーに対し

て、人権リーダー登録証（様式第２号。以下「登録証」という。）を交付するものとする。 



（登録内容の変更） 

第７条 前条第４項の規定により登録された人権リーダーは、申込書の内容に変更があったとき 

は、速やかに市に申し出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申込書の提出を受けたときは、登録証を再交付するものとする。 

（人権リーダーの登録抹消） 

第８条 市長は、人権リーダーが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することがで

きる。 

(１) 人権リーダーから辞任の申出があったとき。 

(２) 所在が不明となったとき。 

(３) 公序良俗に反する行為又は人権リーダーとしてふさわしくない行為があったとき。 

(４) その他市長が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により抹消された人権リーダーは、登録証を返還しなければならない。 

（遵守事項等） 

第９条 人権リーダーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) その地位を営利目的で利用しないこと。 

(２) 活動により知り得た秘密を漏らさないこと。登録抹消後も同様とする。 

２ 人権リーダーは、前項の規定に違反し、又は第３条に規定する役割を逸脱してはならな

い。 

（報酬等） 

第10条 市は、人権リーダーに対して報酬等の対価の支給及び旅費等の費用弁償をしないものと

する。 

（活動の報告） 

第 11条 市は、必要に応じ、人権リーダーに対して活動状況の報告を求めることができる。 

（庶務） 

第 12条 人権リーダーに関する庶務は、人権生活環境部人権政策課において処理する。 

（補足） 

第 13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市が別に定める。 







 


